
No.17

逆風に負けず明るい未来を！
1⽉2⽇に三春町のホテル⼋⽂字屋において、「平成24年成⼈式」が開かれました。
式に先⽴ち、震災の犠牲者を悼んで出席者全員で黙とうを捧げた後、新成⼈23⼈全員に村⻑か

ら成⼈証書が⼿渡されました。
村⻑が、「逆境にあっても明⽇への希望を捨てない先輩⽅を⾒習い、困難にも諦めず勇気を持っ

て⽴ち向かって欲しい。故郷には皆様を奮い⽴たせる大きな⼒があります。故郷が葛尾村である
という絆を⼼に秘め、胸を張って⽣きていって欲しい。」と激励しました。

議会議⻑をはじめ来賓の⽅々の祝辞が述べられ、多くの祝電が披露された後、成⼈者を代表し
て、松本翔吾さん(下葛尾)が「逆風に負けず明るい未来をつくれるよう社会で活躍し、自分たち
が⽣まれ育った村に恩返しをしていかなければならない」と決意を述べました。

式終了後には、保護者が作成した保育所からの映像がスクリーンに映し出され、幼少期の懐か
しい顔ぶれに、会場は笑い声や感動につつまれました。

久しぶりの再会を喜ぶ姿や、記念写真撮影の際の輝く笑顔が印象的で、明るく凛とした新成⼈
の表情に、葛尾村の明るい未来を予感しました。

皆さまからのご意⾒・ご質問・記事・写真等をお待ちしております
(メール) hp@vill.katsurao.lg.jp (電話) 0247-61-2850・0247-61-2860

葛尾村の皆様へ 平成24年1⽉15⽇発⾏
編集･発⾏ 葛尾村総務課企画係



総 務 課・復 興 本 部 よ り 電話 0247-61-2860

葛尾村復興ビジョン(案)に関する村⺠の意⾒を募集します 復興本部

１ 募集の趣旨
村では、今後の復興に当たっての、基本理念や主要な施策を定める葛尾村復興ビジョンを策定

するに当たり、より多くの村⺠の皆様のお考えを反映させるため、「葛尾村復興ビジョン(案)」に
ついてのご意⾒をパブリックコメントとして募集します。

２ 募集期間
平成24年１⽉25⽇(⽔) 17時15分まで ※郵送の場合は1⽉25⽇(⽔)の消印有効

３ 応募資格
葛尾村内に住所や事業所・事務所を有する個⼈や法⼈その他の団体のほか、村内の事業所や学

校等に通勤していた⽅。

４ 提出⽅法
下記〔村⺠意⾒提出書〕の形式により、以下に掲げるいずれかの⽅法で提出してください。

〔 村 ⺠ 意 ⾒ 提 出 書 〕
○宛先：葛尾村総務課 復興本部
○⽒名（団体の場合は名称）：
○避難先住所（⼜は所在地）：〒
○〔避難前の住所（⼜は所在地）〕〒
○年齢：
○電話番号(及び携帯電話)：
○性別等：（男・⼥・団体）
○ご意⾒：・【該当箇所】(⾏または事業番号)(⽂⾔、施策内容等)

・【意⾒内容・理由】

(1) 電⼦メールの場合：es04@katsurao.ne.jp
※題名を「葛尾村復興ビジョン(案)に関する意⾒」としてください。

(2) 郵送の場合：〒963-7722 三春町大字⻄⽅字⽯畑270-1 三春の⾥事務所 復興本部 ⾏
(3) ＦＡＸの場合：０２４７－６２－３９６６
(4) 持参の場合：葛尾村総務課 復興本部（三春の⾥事務所）

５ 提出いただいたご意⾒の取扱い
(1) 提出いただいたご意⾒は、「葛尾村復興ビジョン」の最終とりまとめに向けて参考とさせて

いただきます。
(2) 提出いただいたご意⾒の概要及びそれに対する村の考え⽅について、ホームページにより

⼀定期間公表いたします。
(3) 葛尾村情報公開条例に基づく公⽂書開⽰請求がなされた場合、個⼈の⽒名、住所、電話番

号を除き、開⽰される場合もありますので、あらかじめご承知願います。
(4) 提出いただいた書類等は返却いたしません。
(5) 電話や匿名でのご意⾒の提出は受け付けませんのでご注意願います。
(6) ご意⾒に対する個別の回答はいたしませんのでご了承願います。

６ 資料の⼊⼿⽅法
「葛尾村復興ビジョン(案)」は、全⼾配布をいたしますが、葛尾村のホームページ、葛尾村
総務課 復興本部（三春の⾥事務所）でも⼊⼿できます。
なお、郵送を希望される場合は、120円切⼿を貼った角２の返信用封筒を同封して、問い合
わせ先までご請求願います。

７ 意⾒の提出先及び問い合わせ先
葛尾村総務課 復興本部（電話：０２４７－６１－２８６０）
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第3回復興委員会が開かれました 復興本部

1⽉12⽇、三春町の福島県三春合同庁舎大会議室で、
第３回復興委員会が開かれました。

３回目となる復興委員会では、「⽣活⽀援・⼈づくり」、
「むらづくり」、「除染・産業」の３つの分科会での協議
をさらに深め、復興ビジョン(案)をまとめました。

今後は、住⺠からより多くの意⾒を集めるためのパブ
リックコメントを実施し、より充実した復興計画策定に
反映していくことを確認しました。

また、村⺠の皆さんの意⾒を集約するための村⺠アン
ケートをまだ提出していない⽅は、早急に提出ください
ますよう皆さまのご協⼒をお願いいたします。

平成23年分確定申告相談の受付が始まります 税務財政係

平成23年分（平成23年1⽉1⽇から平成23年12⽉31⽇までに⽣じた所得）の住⺠税の所得申告、
所得税納税相談の受付が２⽉16⽇(⽊)から始まります。

申告は、平成24年1⽉1⽇現在、村内に住所のある⼈が、原則として平成24年3⽉15⽇までに
平成23年中に得た所得等について申告して頂くことになります。この期間中に申告しなかったり、
誤った申告をすると、不⾜の税⾦だけでなく、加算税や延滞税も徴収されますので、正しく申告
して下さい。

また、今回の申告で、東京電⼒の賠償⾦については、精神的損害（⽉10万円）に伴うものは非
課税ですが、事業の減収、給与の減収等にかかる賠償⾦は課税対象となりますのでご注意下さい。

平成23年度の村税等の納期限のお知らせ 税務財政係

本年度の村税の納期限につきましては下記のとおりですので、期限までにお納めください。
【村県⺠税及び固定資産税の納期限】※固定資産税は事業用に供している償却資産のみ

第 3 期 平成24年 1⽉31⽇(⽕) ⼝座引落⽇：郵便局 1/25(⽔)、農協 1/30(⽉)
第 4 期 平成24年 2⽉29⽇(⽔) ⼝座引落⽇：郵便局 2/27(⽉)、農協 2/28(⽕)

※⼝座引落の⽅は引落前⽇までに⼝座の残⾼をご確認ください。
住 ⺠ ⽣ 活 課 よ り 電話 0247-61-2850

⼾籍などの届出状況について 住⺠⽣活係

従来、「広報かつらお」の”⼾籍の窓⼝”でお知らせしていました届出状況について、平成23年
３⽉11⽇から平成24年１⽉10⽇までに葛尾村に届出があったもののみを掲載いたします。

なお、平成23年12⽉までに届出のあった死亡者については、『新精霊者』として８⽉号に掲載
する予定です。
【出⽣】

○松本 功記くん 誕⽣⽇ 平成23年８⽉10⽇ 保護者：卓・敦⼦ （野 川）
こう き

○松本 響絆くん 誕⽣⽇ 平成23年10⽉７⽇ 保護者：秀和・こずえ （岩 角）
ひ び き

○松本 友輝くん 誕⽣⽇ 平成23年10⽉22⽇ 保護者：貢⼀・⾥実 （落 合）
と も き

○松本 雪乃ちゃん 誕⽣⽇ 平成23年12⽉16⽇ 保護者：俊・エミ （上野川）
ゆ き の

【婚姻】
○大⼭ 和幸 ・ ちなつ （妻旧姓：菅野） 平成23年８⽉28⽇届出 (野 ⾏・伊達市)
○松枝 功季 ・ 捺貴 （妻旧姓：渡邊） 平成23年９⽉７⽇届出 (落 合・本宮市)
○菅野 裕 ・ 恵 （妻旧姓：鈴⽊） 平成23年12⽉25⽇届出 (下葛尾・郡⼭市)
○松本 拓 ・ 澄恵 （妻旧姓：⿅⼜） 平成24年１⽉１⽇届出 (上野川・⽥村市)

※この欄に載せてほしくない⽅は、届出の際に⼾籍窓⼝に申し出ください。
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ペット用ケージ（おり）について 住⺠⽣活係

環境省動物愛護管理室より、ペット用ケージ(おり)３０台が配布されました。
ペットの飼い主の⽅で、避難先でケージを必要とされる場合がありましたら、住⺠⽣活係まで

お問い合わせください。
※ケージ規格（Ｌサイズ：幅５６㎝×奥⾏７６㎝×⾼さ６８㎝）

20歳になったら加⼊！「国⺠年⾦」 住⺠⽣活係

⽇本に住む２０歳から６０歳未満の⼈はすべて国⺠年⾦に加⼊し、保険料を納めることが義務
付けられています。

⽇本の公的年⾦制度は、「２０歳から６０歳未満の⼈が払う保険料」＋「国庫負担」で運営され
ているので、⽼後の⽣活保障 だけでなく、万が⼀、病気やケガで障害が残ったとき や、⼀※１ ※２
家の働き⼿が亡くなったとき など、あなたやあなたの家族を守ってくれます。※３

※１･･･⽼齢基礎年⾦（６５歳から⽣涯受けられます）
※２･･･障害基礎年⾦（病気やケガで障害の状態になった⽅が受けられます）
※３･･･遺族基礎年⾦（夫が亡くなったとき⼦のある妻または⼦が受けられます）
ただし、加⼊の届出や保険料の納め忘れがあると年⾦が受けられないこともありますので、

『あの時に・・・』と後悔する前に、国⺠年⾦の加⼊⼿続きを⾏いましょう。
加⼊の⼿続きは、役場または最寄りの年⾦事務所へお尋ねください。
※20歳前に就職して厚⽣年⾦等に加⼊中の⽅は、加⼊⼿続きは不要です。
なお、学⽣の⽅や収⼊が少なく保険料の納付が困難な⽅は、「学⽣納付特例」や「若年者納付猶

予」など保険料の⽀払いが猶予される制度がありますので、国⺠年⾦の加⼊⼿続きと併せて申請
してください。

●加⼊者は、職業などにより次の３つに分けられます
第１号 ⽇本国内に住所のある２０歳以上６０歳未満の⼈で、学⽣及び自営業や農
被保険者 林漁業を営む⼈等とその配偶者
第２号 厚⽣年⾦保険・共済組合などに加⼊している⼈
被保険者 ※６５歳以上の⼈は原則として第２号被保険者ではありません。

年⾦受給権のない⼈のみが第２号被保険者となります。
第３号 厚⽣年⾦保険・共済組合などの加⼊者に扶養されている２０歳以上６０歳
被保険者 未満の配偶者が該当します。ただし、届出が必要です。

●お問い合わせ先
東北福島年⾦事務所 024-535-0141 郡⼭年⾦事務所 024-932-3434
平年⾦事務所 0246-23-5611 会津若松年⾦事務所 0242-27-5321
相⾺年⾦事務所 0244-36-5172 ⽩河年⾦事務所 0248-27-4161

「全国⼀⻫！法務局休⽇相談所」の開設について 住⺠⽣活係

登記、⼾籍、国籍、供託、⼈権擁護及び筆界特定などの各業務について、相談所を開設します。

１．⽇ 時 平成２４年２⽉１２目(⽇)午前１０時 午後３時まで
２．揚 所 福島地⽅法務局３階共用会議室及びエスパル福島５階ネクストホール

福島地⽅法務局相⾺⽀局、福島地⽅法務局郡⼭⽀局
福島地⽅法務局⽩河⽀局、福島地⽅法務局若松⽀局
福島地⽅法務局いわき⽀局

３．内 容 不動産・商業登記の⼿続・土地の境界問題・遺産相続、地代・家賃等の供託、
⼾籍・国籍、夫婦・家庭内の問題、成年後⾒、公証に関すること、お年寄り
・⼦どもの虐待、いじめ・体罰問題、セクシュアル・ハラスメント、障害者の
差別問題、風評被害による⼈権問題などについて ※秘密は厳守します。

４．担当者 法務局職員、司法書⼠、土地家屋調査⼠、公証⼈、⼈権擁護委員
５．その他 電話相談もお受けしています。フリーダイヤル 0120-227-746(9時 16時)
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福島地⽅法務局からのお知らせ 住⺠⽣活係

福島地⽅法務局郡⼭⽀局は、平成２４年４⽉１６⽇(⽉)から移転しますので、問合せ等をする
際はご注意ください。

【移転先】 福島地⽅法務局郡⼭⽀局（〒963-8539 郡⼭市希望ヶ丘３１番２６号）

親⼦ふれあい教室を開催します 健康福祉係

村では以前「あそびの教室」を開催しておりましたが、同様の内容で、就学前のお⼦様と保護
者を対象とした「親⼦ふれあい教室」を開催します。

お⼦様のための⼿遊び、読み聞かせ、親⼦遊びや、保護者向けのリラクゼーション、元気が湧
いてくる交流会など、ストレス解消のためのプログラムを用意しております。

お外で遊べなくてうずうずしている⼦ども達や、⼦育て中のお⺟さんなどのご参加をお待ちし
ています！

○⽇ 時 ２⽉３⽇（⾦） 午前９時３０分 11時３０分
○場 所 三春町中妻地区公⺠館（中妻分館前仮設住宅となり）
○対象者 就学前のお⼦様と保護者
○持ち物 ⽔分補給の飲み物
○参加費 無料

※参加される⽅は事前に⾙⼭事務所まで申し込みをしてください。

ノロウイルス・インフルエンザウイルスに注意！！ 健康福祉係

従来から下痢や⾷あたりの原因として存在していた「ノロウイルス」。冬の到来を感じる頃から
ノロウイルスによる感染性胃腸炎や⾷中毒の発⽣事例が多く報告され、時には大規模な集団発⽣
の事例も報じられています。同じく「インフルエンザ」も感染者が軒並み増加しています。２つ
のウイルスは、強い感染⼒と複雑多岐にわたる感染経路を特徴としており、特に療養者、⾼齢者
や乳幼児が感染した場合は重症化する恐れがあります。
ウイルス感染しないためには…

①外から帰ってきてからと、調理の前後、⾷事の前の⼿洗い・うがいを⼊念にしましょう！
②他の⼈への感染拡大の防⽌のため「咳エチケット」を⼼がけましょう！
※咳・くしゃみが出たら、他の⼈にうつさないためにマスクを着用しましょう。

マスクをもっていない場合は、ティッシュなどで⼝と⿐を押さえ、他の⼈から顔をそむけて
1m以上離れましょう。

※⿐汁・痰などを含んだティッシュはすぐにゴミ箱に捨てましょう。
※咳をしている⼈にマスクの着用をお願いしましょう。
③安静にして、休養をとりましょう。特に、睡眠を⼗分にとりましょう！
④⽔分を⼗分に補給しましょう！
⑤⾙類の内臓を含んだ⽣⾷は時にノロウイルス感染の原因となります。⾼齢者や乳幼児は避け

る⽅が無難です！
⑥⾐服や物品、おう吐物を洗い流した場所の消毒は次亜塩素酸系消毒剤（濃度は200ppm以上、

家庭用漂⽩剤の場合は約200倍程度に薄めて）を使用しましょう！
※次亜塩素酸系消毒剤を使って、⼿指等の体の消毒をすることは絶対にやめてください。
⑦具合が悪ければ早めに医療機関を受診しましょう！

教 育 委 員 会 ・ 公 ⺠ 館 よ り 電話 0247-61-2860

⽀援物資の配布について（仮設住宅⼊居以外の⽅） 公⺠館

借り上げ住宅に⼊居されている⽅や、親戚等へ⾝を寄せている⽅に対し、⽀援物資の配布を⾏
いますので、⾙⼭集会所へお越しください。※今回の配布は、仮設住宅⼊居者は含みません。
○配布⽇時 １⽉17⽇(⽕)から１⽉25⽇(⽔) 午前８時30分から午後４時まで ※土⽇除く
○配布物資 ●敷布団カバー、●マスク、●花王の詰め合わせ、●⽇用品 ほか
※都合により物資を取りに来られない⽅は、着払いで配送しますので、問合せください。
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趣味の教室へぜひ参加ください 公⺠館

公⺠館では趣味の教室を次のとおり開催し、⼀緒に楽しむ仲間を募集しております。
初⼼者大歓迎です！皆さんの参加をお待ちしております。

教 室 名 開 講 ⽇ 時 間 場 所
１⽉２２⽇（⽇）

大 正 琴 教 室 ２⽉ 5⽇（⽇） 葛尾村社会福祉協議会
２⽉１９⽇（⽇） １０時 １４時 三春事務所 ⼩研修室

⺠ 謡 教 室 １⽉２９⽇（⽇） （中郷東団地そば）
舞 踊 教 室 ２⽉２６⽇（⽇）
パッチワーク教室 毎週⽔曜⽇ 9時 11時30分 ⾙⼭仮設集会所

社会福祉協議会・包括⽀援センター よ り 電話 0247-62-8687

クロリティー大会を開催します ⽼⼈クラブ連合会

⽼⼈クラブ連合会では、３⽉の初旬にクロリティー大会を開催したく考えて
おります。

みなさまの参加をお願いいたします。
詳細な⽇程などは追って「ひろがる和」にてお知らせいたしますので、大会

に向け、練習をしてくださいますようお願いいたします。

お 知 ら せ ・ 村 の 話 題 電話 0247-61-2860

健診の結果を活かそう 健康福祉係

村では健診の結果を活用するための健診結果説明会を、11⽉18⽇から12⽉22⽇までの期間で、
各集会所10カ所において開催し、合計130名の⽅が参加しました。

村保健師・看護師の３名の他、県中保健福祉事務所・⻭科衛⽣⼠会からの栄養⼠・⻭科衛⽣⼠
各２名にご協⼒いただき、指導を⾏いました。また、葛尾村⾷⽣活改善推進員のべ12名の⽅に⾖
乳ぽかぽかコーンスープを作っていただき試⾷も⾏いました。

健診結果として、全体的に体重が増加し、血糖や脂質関連の値が⾼くなられた⽅が多かったよ
うです。

健診結果から、普段の⽣活習慣を⾒直していきましょう！

自動⾞の登録・検査の⼿続きはお早めに 福島運輸⽀局

自動⾞の登録・検査⼿続きは、毎年３⽉に集中し、窓⼝や⾞検場が大変混雑します。
名義変更や住所変更、廃⾞、⾞検などの⼿続きは２⽉中に⾏うなど、できるだけ早めに済ませ

ていただくようお願いいたします。
【問合せ先】 東北運輸局福島運輸⽀局（福島市吉倉字吉⽥54）

登録関係(電話) ０５０－５５４０－２０１５
検査関係(電話) ０２４－５４６－０３４２
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法テラスからのお知らせ 法テラス福島

借⾦・離婚・相続・労働問題・犯罪被害・原発問題・震災関係などでお困りの場合、まずは法
テラスへお問い合わせください。

法テラスは国が設⽴した公的な法⼈ですので、安⼼してご利用できます。
法テラスサポートダイヤル ０５７０－０７８３７４（平⽇：9時 21時、土曜：9時 17時）
法テラス福島（⽇本司法⽀援センター福島地⽅事務所）福島市北五⽼内7-5 イズム37ビル4階

ＴＥＬ：０５０３３８３－５５４０

野川⾏政区の総会を開催しました 野川⾏政区

12⽉23⽇、⾥内仮設集会所で野川⾏政区(東海林憲
⼀⾏政区⻑)の総会が開かれました。

ひろがる輪事業の⼀環で、震災後初となる総会と
あわせ、景品付きのカラオケ大会を実施し、仮設住
宅や借上げ住宅に離れて暮らしている⾏政区住⺠の
親睦を図りました。

総会は葛尾村で毎年1回開催していましたが、今回
は、約9ヶ⽉ぶりに顔を合わせる⽅もいて、再会を喜び大いに盛り上がりました。

わんぱく教室（移動体験学習） 公⺠館

12⽉26⽇に、葛尾村公⺠館のわんぱく教室が⾏われました。
三春駅から電⾞を乗り継ぎ、福島市のNHK福島放送局と福島⺠報社を訪れ、DVDを⾒ながら報

道機関の役割やしくみを学んできました。
NHKではスタジオを⾒学し、カメラを通してテレビに写る自分の姿を⾒て感動したり、福島⺠

報社では、新聞が家庭に届くまでの流れを学び、編集局から⾒学の様⼦を掲載した紙⾯が贈られ、
充実した⼀⽇を過ごしてきました。

交通安全について学びました 狐⽥団地

狐⽥団地(松本壽夫自治会⻑)では12⽉10⽇、交通安全
教室を開きました。

除雪作業や、ひろがるわ活動の打合せの後、⽥村警察
署中郷駐在所から講師を招き、冬季の自動⾞運転の注意
点などを受講しました。

松本自治会⻑は、「慣れない道で、交通事故の不安が
あったが、橋の上などの凍結箇所に注意すること、また
飲酒運転の怖さなどの指導を頂いたので、非常に役⽴ち
ました。」と話しています。
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三春町の皆さんと餅つき交流 ⽼⼈クラブ連合会

1⽉7⽇三春の⾥｢⽥園⽣活館」において、餅つきとレ
クリエーション大会が開かれました。

村からは三春町⽼⼈クラブ連合会と三春町社会福祉協
議会から招待された幼稚園児・⼩学⽣と、その⽗兄及び
村⽼⼈クラブ連合会代表が参加し、交流を深めました。

参加した⼦供たちは、昔ながらの遊びであるコマ遊び、
メンコ、おはじき、お⼿⽟、⽵⾺などに目を輝かせなが
ら遊び、餅つきをしたあと、つきたてのお餅と豚汁を味
わいながら楽しいひとときを過ごしました。

これを機に、三春町の⽅々との交流をさらに深めてい
きたいと考えています。

⾥内団地の案内板 ⻫藤⾥内団地

このほど⾥内団地に⼿作りの案内板が完成しました。
松本操自治会⻑や⽀え合いセンター職員などで作った案内

板は、団地の⼊り⼝に設置され、訪れる⼈をあたたかく迎え
ています。

仮設住宅団地の放射線量 災害対策本部

簡易測定器により測定 平成24年1⽉11⽇ 9:00 11:50

測定⾼さ・線量(単位:ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ毎時)団 地 名 地上１㎝ 地上１ｍ
⾙ ⼭ 団 地 かいやま 0.12 0.12
旧中郷⼩学校団地 なかさと 0.16 0.17
狐 ⽥ 団 地 きつねだ 0.19 0.20
中妻分館前団地 なかつま 0.25 0.24
過 足 団 地 よぎあし 0.25 0.24
斉 藤 里 内 団 地 さとうち 0.12 0.13
⻫藤場上⽥団地 ばじょうでん 0.22 0.21
鷹 巣 瀬 ⼭ 団 地 たかのす 0.22 0.22
西 方 浮 貝 団 地 うきがい 0.14 0.14

葛尾村内の放射線量（空間）は次ページをご覧ください。

葛尾村の避難状況について 災害対策本部

平成24年1⽉10⽇現在の葛尾村⺠の避難状況はつぎのとおりです。

仮 設 住 宅 863 ⼈
県 内 避 難 者 借 上 住 宅 487 ⼈

親 類 宅 等 71 ⼈
計 1,421 ⼈

県 外 避 難 者 108 ⼈
計 1,529 ⼈
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風越
12/15  12:56  1.3μsv/h
12/22  12:14  1.1μsv/h
 1/ 6  11:15  1.2μsv/h 中平

12/15  12:48  1.4μsv/h
12/22  12:05  1.3μsv/h
 1/ 6  10:58  1.3μsv/h

東平
12/15  12:41  1.4μsv/h
12/22  11:53  1.3μsv/h
 1/ 6  10:43  1.4μsv/h

境ノ岫【※1 毎日計測 】
12/18  13:06  1.6μsv/h
12/25  12:15  1.6μsv/h
 1/ 6  11:37  1.7μsv/h

湯殿
12/16  13:40  1.0μsv/h
12/23  13:50  1.0μsv/h
 1/ 6  11:44  1.0μsv/h

仲ノ内
12/16  13:30  1.6μsv/h
12/23  13:45  1.6μsv/h
 1/ 6  11:53  1.6μsv/h

役場【※1 毎日計測 】
12/18  12:43  0.9μsv/h
12/25  12:04  0.7μsv/h
 1/ 6  12:05  0.8μsv/h

大放
12/17  13:01  1.7μsv/h
12/24  12:30  1.6μsv/h
 1/ 6  12:19  1.7μsv/h

大笹
12/17  12:43  1.3μsv/h
12/24  12:14  1.2μsv/h
 1/ 6  12:41  1.3μsv/h

広谷地
12/16  12:51  7.3μsv/h
12/23  13:14  7.2μsv/h
 1/ 6  13:27  7.3μsv/h

阿掛線入口
12/16   13:09  9.1μsv/h
12/23   13:28  8.9μsv/h
 1/ 6   --:--  　未測定

岩角
12/17  12:25  2.1μsv/h
12/24  12:04  2.1μsv/h
 1/ 6  12:52  2.1μsv/h

野行
12/17  12:15  13.5μsv/h
12/24  11:55  13.1μsv/h
 1/ 6  13:02  14.6μsv/h

　【測定データは全て文部科学省のものを使用しています】

【※1 毎日計測 】
文部科学省のホームページ参照
http://radioactivity.mext.go.jp/ja/monitoring_around_FukushimaNPP_monitoring_out_of_20km/

【※2 毎時計測 】
文部科学省のホームページ参照
http://www.r-monitor.jp/　　　　　　　　

※役場(落合)の事故前の平常値は
  0.04～0.06μsv/hです。
※年間1msvは約0.11μsv/hです。
  (24時間浴び続けた場合)

平成23年度放射線モニタリング測定値(葛尾村) No.21

柏原【※2 毎時計測 】
12/18  12:00  6.2μsv/h
12/25  12:00  6.3μsv/h
 1/ 6  12:00  6.3μsv/h
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各 種 問 い 合 わ せ 先

○葛尾村三春出張所

⾙⼭事務所（⾙⼭多目的運動公園管理棟）
［住⺠⽣活課(災害対策本部)・地域振興課・税務財政係・出納室・農業委員会］
〒963-7719 福島県⽥村郡三春町大字⾙⼭字井堀⽥287-1

TEL 0247-61-2850（代表） FAX 0247-62-0282

三春の⾥事務所（さくら湖自然観察ステーション）
［復興本部・総務課(税務財政係を除く)・議会事務局・教育委員会・公⺠館］
〒963-7722 福島県⽥村郡三春町大字⻄⽅字⽯畑270-1

TEL 0247-61-2860（代表） FAX 0247-62-3966

公式ホームページ http://www.katsurao.org/
メールマガジン登録 http://katsurao.inf-gov02.jp/regist.html
広報担当電⼦メール hp@vill.katsurao.lg.jp

葛尾村ホームページ 葛尾村メールマガジン
(携帯用)はこちら→ の登録はこちら →

○葛尾村社会福祉協議会三春事務所
〒963-7713 三春町大字柴原字柴原80-1 （中郷団地そば）

TEL 0247-62-8687 FAX 0247-61-1022

○ふたば農業協同組合 TEL 024-554-3095 FAX 024-554-3097

○東北電⼒コールセンター TEL 0120-175-655（通話料無料）

○ＮＴＴ東⽇本 TEL １１６

○原⼦⼒損害賠償⽀援機構福島事務所 TEL 0120-330-540（通話料無料）

○福島県弁護⼠会 原発事故 被害者救済⽀援センター TEL 024-533-7770

皆さまからのご意⾒・ご質問・記事・写真等をお待ちしております
(メール) hp@vill.katsurao.lg.jp (電話) 0247-61-2850・0247-61-2860

葛尾村臨時広報「ひろがる和」No.17̲H240115- 9 -


